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毎週金曜は午後7時まで
戸籍、住民票、印鑑・所得証明書
を発行しています

場所　本庁市民課
　　　因島総合支所市民生活課
内容　戸籍、住民票、印鑑・所得証明
書の発行、パスポートの受取など
※住所変更、パスポートの申請はで
きません。

■問市民課（☎0848-38-9102）
　因島総合支所市民生活課
　（☎0845-26-6208）
※所得に関する証明は発行できな
い場合もありますので、事前に担
当課へご確認ください。

■問収納課（☎0848-38-9172）

　因島瀬戸田市民税係
　（☎0845-26-6227）

「臨時福祉給付金」のお知らせ

　平成26年 4 月の消費税率引き上
げに伴い、低所得者の人々に与える
影響を緩和するための制度として、
昨年度に引き続き「臨時福祉給付
金」が支給されます。
　「臨時福祉給付金」の対象となる
のは、市民税非課税の人です。非課
税の人でも、扶養の状況等によって
は対象とならないこともあります。

　8月末頃に、対象と思われる人へ
申請書等を郵送します。
　申請受付は 9 月 1 日㈫から開始
する予定です。具体的な申請方法に
ついては、現在、実施に向けて準備
中です。詳細が決まりましたら、広
報おのみち等でお知らせします。
※｢臨時福祉給付金｣の“振り込め詐
欺”や“個人情報の詐取”にご注意
ください。

■問厚生労働省「臨時福祉給付金」
ダイヤル（☎0570-037-192）

　マイナンバーは、日本国内の住民一人ひとりが持つ12桁の番号です。

平成28年1月以降、個人番号カードが申請によって交付されます。

10月からマイナンバーの通知が届きます

　住民票の住所と異なる所
に住んでいる人は住所変更
の届出をお願いします

・マイナンバーの提示が必要な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用できます
・本人確認書類として利用できます

　平成28年1月からマイナン
バーの利用が開始されます

・社会保障関係の手続き
・税務関係の手続き
・災害対策に関する手続き
で必要となります

個人番号カード

　このコーナーでは、地域のために一歩を踏み出し、
地域の特色を活かした活動をしている団体を紹介します。

　マイナンバーは住民票の住
所へ世帯ごとに送付します

⇒住民基本台帳カードは12月で発行を終了します。
　現在お持ちの住基カードは有効期限まで利用できますが、個人番号カードとの重複所持はできません。
　（個人番号カードを取得すると、有効期限内であっても住基カードは廃止になります。）

■問【マイナンバー制度ついて】
　マイナンバーコールセンター（☎0570-20-0178）
　［全国共通ナビダイヤル／ 9：30～17：30（土・日・祝日・年末年始を除く）］
　【住所変更・住民基本台帳カードについて】市民課（☎0848-38-9102）
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井戸水の管理
定期的に水質検査を
受けましょう

　井戸水などを飲用し
ている場合は、自分自身
で井戸などの施設や水
質の管理をしなければ
なりません。
　重金属や病原性のある細菌、農薬
や化学物質によって井戸水が汚染
されている可能性もあります。
■安心して井戸水などを飲むために
◇井戸などの施設と周辺の点検、清
掃を行い、いつも清潔に保ちま
しょう。
◇関係ない人や動物を近づけない
ようにしましょう。
◇毎朝コップに水を採って、色、濁
り、味、臭いを調べて異常を感じ
たら点検しましょう。
◇安全のために、2分以上沸かして
から飲むようにしましょう。
■井戸水が飲用に適するかどうか、
定期的（1年以内ごとに1回）に水
質検査をおこないましょう。
　通常の検査は「①一般細菌②大腸
菌③亜硝酸態窒素④硝酸態窒素及
び亜硝酸態窒素⑤塩化物イオン⑥
有機物⑦pH⑧味⑨臭気⑩色度⑪濁
度」の11項目が対象です。
　しかし、井戸水は地質由来のフッ
素、鉄、マンガン、ヒ素等重金属類を
含有する場合があります。過剰に摂
取した場合、健康に被害を受ける場
合があります。このため、11項目以
外も定期的に検査を受けるように
しましょう。御調地区は特にフッ素
の含有量が多いと言われています。
　検査は、厚生労働大臣の登録を受
けた検査機関で受けることができ
ます。
登録検査受付機関
○尾道食品衛生協会（県東部保健所
内／古浜町26-12）
　（☎0848-23-8130）
○因島食品衛生協会（因島福祉会館
内／因島田熊町4482-1）
　（☎0845-22-3259）
○三原食品衛生協会（県東部建設
事務所三原支所内／三原市円一
町2-4-1）（☎0848-64-2910）

　［生口島にお住まいの人］
※検査に要する費用等は各検査機
関に直接お問い合わせください。

■問環境政策課（☎0848-38-9434）

光化学オキシダント
夏期特別対策

　県では、毎年夏に多く発生する光
化学オキシダントを減少させるため、
8 月31日㈪まで「光化学オキシダント
夏期特別対策」を実施しています。
　市民の皆さんも、
○不必要な自動車の運転を控える。
○夏には、マイカー通勤をできるだ
けしない。
○自動車の急発進、急加速、から吹
かしはしない。
○自動車から離れるときや、車内で
人を待つときなど駐停車中は、こ
まめにエンジンを切り、不必要な
アイドリングを止める。
など、ご協力をお願いします。
■問環境政策課（☎0848-38-9434）

まつ毛エクステンションの
施術を受ける人へ

　まつ毛エクステン
ションは、安全性に
十分な配慮がなされ
なければ、目などに
大きな負担を伴う行為であり、まぶ
たや目などに健康被害を招く恐れ
があります。
　まつ毛エクステンションを受け
る人は、この施術に伴う負担等につ
いて事前に理解したうえで、専門の
知識・技術を持つ美容師の施術を受
けるようにしましょう。また、施術
後、目などに少しでも異常を感じた
ら、できるだけ早く医療機関を受診
しましょう。
※まつ毛エクステンションの施術
は美容行為であり、美容所として
届け出た施設において、美容師の
資格を持った人しか施術できま
せん。無届出・無資格での施術は、
美容師法違反となります。

■問環境政策課（☎0848-38-9434）

犬を飼っている皆さんへ
お願い

■飼い主のマナー
　犬を飼う場合は、市
への登録（生涯 1 回）と
狂犬病予防注射（毎年
1 回）はもちろんのこ
と、必ず自宅敷地内でつないで飼っ
てください。また、犬を散歩させる
時は首輪を装着し、リードなどで
しっかりつないでください。そして
糞は必ず持ち帰って処理をしてく
ださい。糞の始末は飼い主の最低限
のマナーですので必ず守ってくだ
さい。
■野良犬や野良ねこを増やさない
ために
　無責任に野良犬や野良ねこへエ
サを与えていると、不幸な命を増や
す原因となります。もしエサを与え
るなら、自らが飼い主となり家族の
一員として終生愛情と責任をもっ
て自宅で飼いましょう。
■問環境政策課（☎0848-38-9434）

旧回数通行券等の
払戻サービス終了 

　旧本州四国連絡橋公団が発行し、
既に利用期間や払戻期間等が経過
し、廃止された、旧回数通行券、西瀬
戸自動車クーポン券等の払戻サー
ビスは、平成28年 3 月31日㈭をもっ
て終了します。
　詳しくは、本四高速㈱ホームペー
ジをご覧ください。
■問本四高速㈱しまなみ尾道管理セ
ンター
　（☎0848-44-3700／ 9：00～17：30） 
■HP http：//www.jb-honshi.co.jp/
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　昨年 6月に介護保険制度が改正され、要支援 1・2の人を対象とした介護予防サービスのうち、「介護予防
訪問介護」・「介護予防通所介護」が介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）に再編され、平成29年
4 月までに全国の市町村で実施されることになりました。
　このことにより、「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が、全国一律のサービスから市町村独自の
サービスへ移行し、現行の介護事業所によるサービスに加えて、多様な担い手による新しいサービスが提供
されるようになります。
　尾道市は、平成29年度から新しい総合事業へ移行します。平成27・28年度は、市内の関係機関や各種団体と
協議しながら、地域全体で多様な主体によるサービスが提供できるよう体制を整備していく“移行準備期
間”としています。
　なお、平成29年度以降については、要支援認定の有効期間までは、現行のサービスを受けることができま
すが、認定を更新した人（新規認定者を含む）から新しい総合事業に移行していきます。

既存の訪問介護事業所による
身体介護・生活援助の訪問介護

NPO、民間事業者などによる掃
除、洗濯などの生活支援サービス

住民ボランティアによるごみ出
しなどの生活支援サービス

既存の通所介護事業所による機能訓練な
どの通所介護

リハビリ、栄養、口腔ケアなどの専門職な
どが関与する教室

NPO、民間事業者などによるミニデイサービス
コミュニティサロン、住民主体の運動・交流の場

■問高齢者福祉課（☎0848-38-9137）

清掃～毎月1日は
　「門前清掃の日」です～

【旧尾道・御調・向島地区】
【因島地区（原・洲江含む）】
【瀬 戸 田 地 区】

清 掃 事 務 所 （☎0848-48-2900）
南部清掃事務所 （☎0845-24-0432）
南部清掃事務所瀬戸田分所 （☎0845-27-0454）

■問

■問

■問

平成29年度から新しい総合事業に移行します

介護予防
訪問介護

移行 介護予防
通所介護

移行

～要支援1・2を対象とした「介護予防訪問介護」・「介護予防通所介護」サービスが、新しい制度に変わります～

【予防給付（全国一律の基準）】 【予防給付（全国一律の基準）】【地域支援事業】 【地域支援事業】

　月・木曜が「燃やせるごみの収集地域」のみ収集します。
※燃やせるごみ以外の収集はお休みです。
※ 7月20日㈷のごみ持込受付はありません。
※向島クリーンセンター・因島リサイクルセンター
は休日のごみの持込受付はありません。

■ 7月から、因島地域の古紙（新聞雑誌・ダンボール・紙パック）とペットボトルの持込場所が、因瀬クリーンセ
ンターから因島リサイクルセンターに変更となっています。
　ご不明な点は、南部清掃事務所または因島リサイクルセンターにお問い合わせください。
■問因島リサイクルセンター　（☎0845-24-4711／受入時間：8：30～12：00、13：00～16：30）
　因島大浜町1217-1　

　市内全域、暦どおり、
ごみを収集します。

「海の日（祝日）のごみ収集」・「お盆のごみ収集・し尿収集」
7月の「休日」のごみ持込受付

お盆のごみ収集 お盆のし尿収集

7月20日（海の日）のごみ収集

　決められた時間までに、ご
みステーションに出して
ください。

※お盆の前は混み合いますので、早めに収集の依頼をしてください。

御調清掃センター

尾道市クリーンセンター

南部清掃事務所

瀬戸田名荷埋立処分地

8：30～11：00

8：30～12：00

25日㈯

26日㈰

尾道地域
御調町・向島町

瀬戸田町・
東生口地区

因島地域
（東生口地区を除く）

8月13日㈭・14日㈮は、
し尿収集お休みです。

暦どおり、
し尿収集します。

8月13日㈭午後・14日㈮は、
し尿収集お休みです。
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　国民年金は、20歳から60歳まで加入して保険料を納めることが必要です。しかし、所得が少なく保険料を納
めることが難しい場合は、申請をして承認されれば、保険料納付が免除される制度と、保険料納付が猶予され
る若年者納付猶予制度（30歳未満が対象）および学生納付特例制度があります。
申請に必要なもの　年金手帳、印鑑（代理人が手続きする場合）、離職票、学生証または在学証明書（学生）など

　市内で特殊詐欺の被害が依然として発生しています。
　最近では、金融機関を通じてお金を振り込ませる以外に、犯人が現金やキャッシュカードを直接被害者の自宅
などに取りに来る「現金受取型」や、宅配便を利用して指定した宛先に配達させる「現金送付型」が増えています。
　また、被害者に現金を東京などの他のまちに運ばせて受け渡しする「上京型」が増えています。
　裏表紙の「特殊詐欺対策セルフチェック表」を切り取り、電話の近くに貼るなどして確認するようにしま
しょう。同居していない家族にも詐欺対策を呼びかけてください。

◎特殊詐欺被害を防止するため、警察では金融機関に高齢者の高額の現
金引き出しを通報するようお願いしています。皆さんにはご迷惑をお
かけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

～警察へ通報～
　電話でのお金の話はすべて詐欺です。
　詐欺犯に大切なお金をだまし取られないように、振り込んだり、送ったり、手渡したりする前に必ず警察へ
連絡してください。
■問尾道警察署（☎0848-22-0110） 　因島警察署（☎0845-22-0110）　福山西警察署（☎084-933-0110）

　「年金情報流出」を口実にした“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください！

　自宅や職場などに日本年金機構や機構の職員などを名乗る電話がかかってきたら、迷わずにお電話ください。
■問専用電話窓口［コールセンター（☎0120-818211／受付 8：30～21：00）
　警察相談専用電話　＃9110または最寄りの警察署

■問保険年金課（☎0848-38-9135）

　申請者、配偶者、世帯主のいずれかが離職した年の翌々年の 6 月までに、免除制度や若年者納付猶予制
度を申請するときには、離職票を添付してください。
　所得審査は、各申請対象年度の前年の所得に基づいて行いますので、忘れずに所得申告をしてください。

　年金情報流出事案に関して次のようなことはありません
○日本年金機構や年金事務所から電話することはありません。
　基礎年金番号の変更に関するご連絡は、後日、文書を送付します。
○日本年金機構からお金を要求することは一切ありません。
○日本年金機構がATMの操作をお願いすることは一切ありません。
○日本年金機構が個人情報（家族情報など）を確認することはありません。

これが特殊詐欺で発生の多い4つの手口だ！
なりすまし（オレオレ）詐欺とは
　電話で息子や孫等を装い、会社でのトラブルや横領等
の補填金、サラ金等借金返済名目でだまし取る詐欺
　キーワード　「電話番号が変わった」
　　　　　　　「風邪をひいて声がおかしい」

架空請求詐欺とは
　有料サイト利用料金、訴訟関係費用等、架空の事実を口実
に文書やメールで料金を請求し、現金を振り込ませる詐欺
　キーワード　「総合情報サイト利用料金」
　　　　　　　　「延滞金が発生」

金融商品等取引名目詐欺とは 
　社債や株、高額の商品取引を装い現金をだまし取る詐欺 
  キーワード　「必ずもうかります」
　　　　　　　「後で高値で買い取ります」
　　　　　　　「名義だけ貸してください」

還付金等詐欺とは 
　社会保険事務所や市役所の職員を名乗り、年金や税金
の還付手続きを装って、ATMまで誘導し相手方の口座へ
現金を振り込ませる詐欺
　キーワード　「医療費の還付」
　　　　　　　「医療費控除」　「税金の還付」
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国民年金保険料の納付に困ったら

【重要】特殊詐欺に警戒！

日本年金機構からのお知らせ
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